
入 札 公 告 

令和 8 年 1 月 7 日 

栃木県済生会宇都宮病院において、次のとおり条件付き一般競争入札を実施するので公告する。 

社会福祉法人恩賜

財団済生会支部栃木県済生会 

支部長 小林 健二 

１． 業務名 

感染性廃棄物収集運搬処理業務 

 

２． 業務内容 

別添「感染性廃棄物収集運搬処理業務仕様書」による。 

 

３． 履行期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで（3 年間） 

ただし、業務履行状況が良好であり、かつ甲乙双方が合意した場合に限り、1 年を上限として 1 回

のみ契約を延長できるものとする。なお、契約締結の日から令和 8 年 3 月 31 日までの期間を業務

開始に向けた準備期間とし、当該期間に要する費用は、原則として受託者の負担とする。 

 

４． 履行場所 

栃木県宇都宮市竹林町 911-1 

栃木県済生会宇都宮病院 

 

５． 入札方法 

一般競争入札とする。 

 

６． 予定価格 

非公表 

 

７． 最低制限価格 

有り（非公表） 

 

８． 入札参加資格 

本入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（1） 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、かつ、廃棄物処理法に基づく優良産廃処理



業者認定（特別管理産業廃棄物収集運搬業）を受けている者 

（2） 特別管理産業廃棄物処分業の許可を有し、かつ、廃棄物処理法に基づく優良産廃処理業者

認定（特別管理産業廃棄物処分業）を受けている者 

（3） 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム

(JWNET)に加入している者 

（4） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

（5） 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者 

（6） 国または地方公共団体の指名停止期間中でない者 

（7） 栃木県または隣接する県（福島県・茨城県・埼玉県・群馬県）に本社または支社・営業所

を有する者 

（8） 過去、病床数 300 床以上の医療機関において、特別管理産業廃棄物の収集運搬処理業務を

同一の医療機関で 3 年以上継続して受託した実績を、2 医療機関以上有する者 

（9） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する者）、

暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者またはその構成員が経営し、もしくは経

営に実質的に関与している業者でないこと 

 

９． 仕様書等の交付 

（1） 交付期間：令和 8 年 1 月 7 日（水）から令和 8 年 1 月 21 日（水）15 時まで 

（2） 交付方法：仕様書等の交付希望者は、下記担当課宛てに電子メールまたは電話により交付 

申請を行うこと。申請を受け次第、電子メールにて交付する。 

〔申請先〕栃木県済生会宇都宮病院 事務部ハウスキーピング課 

 

１０． 質問の受付及び回答 

（1） 質問提出期限：令和 8 年 1 月 21 日（水）15 時まで 

（2） 質問方法：電子メールによる。 

（3） 回答方法：質問に対する回答は、令和 8 年 1 月 26 日（月）までに、仕様書等の交付を受け 

た全ての者に、電子メールにより回答する。 

 

１１． 入札日時及び場所 

（1） 日時：令和 8 年 2 月 10 日（火）14 時 

（2） 場所：栃木県済生会宇都宮病院 南館 B 棟 3 階 研修室 B3 

 

１２． 入札方法 

（1） 入札金額は、別添仕様書に基づき算出した 3 年間分の委託料金総額（税抜）を入札書（様

式 3）に記載すること。 



（2） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額に対する消費税及び地方消

費税相当額を加算した金額（1 円未満切捨て）をもって落札価格とする。 

（3） 入札者は、消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜金額を入札書に

記載すること。 

（4） 提出済みの入札書の書き換え、引き換えまたは撤回はできない。 

（5） 代理人により入札を行う場合は、委任状（様式 4）を提出すること。 

（6） 見積書（指定様式）も併せて提出すること。 

 

１３． 落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格を下回らない価格のうち、最も低い価格で入札した

者を落札者とする。同価格の入札者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落

札者を決定する。 

 

１４． 入札保証金 

免除 

 

１５． 契約保証金 

免除 

 

１６． 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（1） 入札参加資格のない者がした入札 

（2） 入札書または見積書の記載事項が不明瞭で、判断できないもの 

（3） 入札書記載の金額を訂正したもの、または押印がないもの 

（4） 入札書またはその代理人が同一事項について 2 通以上入札したもの 

（5） 虚偽の記載をしたもの 

（6） その他入札条件に違反したもの 

 

１７． その他 

（1） 契約書の作成は要する。 

（2） 初回の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとし、入札回数は 2

回を限度とする。 

（3） 2 回目の入札においても落札者が決定しない場合は、関係法令に基づき、最低価格入札者と

協議の上、随意契約によることがある。 

（4） 本公告に定めのない事項については、地方自治法、関係法令及び病院規程に従うものとす

る。 



（5） 詳細については、別添仕様書による。 


